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2017年 11月 24日 

一般社団法人 日本非破壊検査協会 

認証事業本部 

 

再認証試験の早期受験について 
 

１．再認証試験早期受験とは 

都合により所定の試験期に再認証試験（有効期限の約 6か月前）を受験することが難しい場合、資

格の有効期限を短縮することで試験期を早め再認証試験を受験する措置です。 

例：仕事の都合（長期海外赴任等）や海外移住、複数の再認証試験の重複、私的理由等。 

 

２．申請条件 

認証資格の更新（発効日から 5年目の書類審査）を済ませており、かつ、有効期限に対応した再認

証試験受験申請受付期間前であること。 

 

３．申請時期 

原則、希望する再認証試験の実施開始月の 6か月以上前までに申請してください。 

6か月を切ってしまった場合等は、下記連絡先（認証事業部宛）にお問合せください。 

例 1：2018年秋期に早期受験（試験期間 2018年 7月～2019年 3月）⇒2018年 1月までに申請 

例 2：2019年春期に早期受験（試験期間 2019年 1月～2019年 9月）⇒2018年 7月までに申請 

 

４．資格の有効期限短縮 

資格の有効期限を短縮することで、再認証試験の試験期を早めます。 

短縮される期間は、希望する試験期に合わせて変わります。 

早期受験の申請が受理された段階で資格の有効期限は短縮されます。 

早めた再認証試験の受験の有無、試験の合否に関わらず有効期限は短縮されます。 

例：有効期限 2020年 9月 30日（再認証試験 2020 年春期：試験期間 2020年 1 月～9月）資格の

資格保持者が早期受験する場合の有効期限の短縮 

・2018年秋期に早期受験⇒有効期限 2019年 3月 31日に変更（18か月短縮） 

・2019年春期に早期受験⇒有効期限 2019年 9月 30日に変更（12か月短縮） 

 

５．資格証明書の再発行 

資格の有効期限を短縮しますので、有効期限を短縮した資格証明書を再発行致します。 

有効期限を短縮した資格証明書は、NDT方法・レベルの後に「S」の文字が印字されます。 

それ以外の個人コードや認証番号等に変更はありません。 

また、有効期限を短縮したことをホームページに公表致します。 

 

６．手続き料 

特別措置となるため再認証試験受験料とは別に手続き料が必要となります。 

手続き料が払い込まれませんと処理が進まず、早期に再認証試験を受けることができませんのでご

注意ください。 

２５,０００円（別途消費税） 
＊同時に複数の早期受験を申請する場合、2つ目以降は＋5,000円（別途消費税）となります。 

例えば、同時に 3つの資格を申請する場合、25,000円+（5,000円×2）⇒35,000円（別途消費税） 

 

７．連絡先（申請先） 

日本非破壊検査協会 認証事業部 早期受験申請 係 

〒１３６－００７１  東京都江東区亀戸２－２５－１４  立花アネックスビル 10階 

TEL ０３－５６０９－４０１４ 

 

※申請後の変更はできませんので、十分ご検討のうえ申請してください。 



JSNDI EB6 (Rev.2017.11.24) 

 2 / 4 

 

＜再認証試験早期受験の手続きの流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊有効期限を短縮した資格証明書の再発行にお時間が掛かることがあります。業務上支障が出る可能性

がある場合は提出前に資格証明書のコピーを取っておくことをお薦めします。 

 

 

＜再認証試験の時期と有効期限対応表＞ 
 

＊「②試験期間（予定）」に実施される「①再認証試験年期」に早期受験したい方は、「③早期受験申請」

までに「早期受験変更手続き申請書」に資格証明書を添えて簡易書留で提出してください。 

＊なお、「①再認証試験年期」での早期受験が認められた場合、「④短縮される有効期限」に資格証明書

の有効期限が短縮されます。 

 

①再認証試験年期 ②試験期間（予定） ③早期受験申請 ④短縮される有効期限 

2018年秋期 2018年 7月～2019年 3月 2018年 1月まで 2019年 3月 31日 

2019年春期 2019年 1月～2019年 9月 2018年 7月まで 2019年 9月 30日 

2019年秋期 2019年 7月～2020年 3月 2019年 1月まで 2020年 3月 31日 

2020年春期 2020年 1月～2020年 9月 2019年 7月まで 2020年 9月 30日 

2020年秋期 2020年 7月～2021年 3月 2020年 1月まで 2021年 3月 31日 

2021年春期 2021年 1月～2021年 9月 2020年 7月まで 2021年 9月 30日 

2021年秋期 2021年 7月～2022年 3月 2021年 1月まで 2022年 3月 31日 

2022年春期 2022年 1月～2022年 9月 2021年 7月まで 2022年 9月 30日 

2022年秋期 2022年 7月～2023年 3月 2022年 1月まで 2023年 3月 31日 

2023年春期 2023年 1月～2023年 9月 2022年 7月まで 2023年 9月 30日 

 

早期受験変更手続き申請書及び資格証明書の提出＜簡易書留＞ 

申請書の審査、有効期限の短縮処理 

申請書受理通知が届く 

手続き料を振込み、受領証を FAX 

＜希望する再認証試験の受験申請前＞再認証試験受験申請書類一式が届く 

有効期限変更のホームページ公表 

再認証試験受験申請書類の提出（申請後は通常の再認証の流れとなる） 

再認証試験受験・合格⇒認証申請料振込⇒資格証明書発行（通常の再認証の流れとなる） 

有効期限が短縮された資格証明書が届く 
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再認証試験 

早期受験変更手続き申請書＜記入見本＞ 
 

一般社団法人 日本非破壊検査協会 

認証事業本部  御中 

 

下記資格の有効期限短縮及び再認証試験早期受験変更を申請致します。 

 

申請日 ２０１６ 年   ９ 月 １２ 日 

資格保持者署名・押印 非破壊 太郎○印  
資格保持者署名・押印のないものは受付で

きません 

勤務先名・所属 亀戸ＵＴ検査工業（株）非破壊検査課 

連絡先電話番号 ０３－９９９９－９９９９ 

個人コード Ｐ１２３４５６７８ 

認証番号、NDT方法・レベル Ｎ０１２３４５６７ 
NDT方法         レベル 

ＵＴ            ３ 

有効期限（西暦） ２０２０年 ３月３１日 

希望する試験年期 ２０１８年（ 春 ・ ○秋  ）期 
春期再認証試験の期間：1月下旬～9月下旬 

秋期再認証試験の期間：7月下旬～3月下旬 

短縮される有効期限（西暦） ２０１９年 ３月３１日 「再認証試験の時期と有効期限対応表」を

確認のうえ記入してください 

連絡先変更 

（いずれかに✓を記入） 

☑変更なし 

□変更あり 

変更がある場合、必ず個人データ変更届け

を同封してください 

資格証明書添付 ☑添付しました 
忘れずに資格証明書を添付し、左チェック

ボックスに✓を記入してください 

 

 

＜注意事項＞ 

＊この申請書の提出をもって、「再認証試験の早期受験について」を了解したものとします。申請後

の変更はできませんので、十分ご検討のうえ申請してください。 

＊以後の手続きは、登録されている連絡先に通知が届きます。連絡先等に変更がある場合、事前に変

更手続きを済ませるか、「個人データ変更届け（ホームページ参照）」を同封してください。 

＊本申請書に資格証明書を添付してください。資格証明書を紛失している場合はお問合せください。 

＊変更手続きが完了するまで、本申請書及び資格証明書のコピーを保管しておいてください。 

 

＜JSNDI記入欄＞ 
申請書 

資格証受理 

委員会審査 変更処理 短縮資格証 

再発行 

短縮資格証 

振込票発送 

振込確認 再認証受験 

申請書発送 
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再認証試験 

早期受験変更手続き申請書 
 

一般社団法人 日本非破壊検査協会 

認証事業本部  御中 

 

下記資格の有効期限短縮及び再認証試験早期受験変更を申請致します。 

 

申請日  年      月      日 

資格保持者署名・押印 
印 

資格保持者署名・押印のないものは受付で

きません 

勤務先名・所属  

連絡先電話番号  

個人コード Ｐ 

認証番号、NDT方法・レベル Ｎ 
NDT方法         レベル 
 

有効期限（西暦）  年      月      日 

希望する試験年期（西暦） 年（ 春 ・ 秋 ）期 
春期再認証試験の期間：1月下旬～9月下旬 

秋期再認証試験の期間：7月下旬～3月下旬 

短縮される有効期限（西暦）  年      月      日 
「再認証試験の時期と有効期限対応表」を

確認のうえ記入してください 

連絡先変更 

（いずれかに✓を記入） 

□変更なし 

□変更あり 

変更がある場合、必ず個人データ変更届け

を同封してください 

資格証明書添付 □添付しました 
忘れずに資格証明書を添付し、左チェック

ボックスに✓を記入してください 

 

 

＜注意事項＞ 

＊この申請書の提出をもって、「再認証試験の早期受験について」を了解したものとします。申請後

の変更はできませんので、十分ご検討のうえ申請してください。 

＊以後の手続きは、登録されている連絡先に通知が届きます。連絡先等に変更がある場合、事前に変

更手続きを済ませるか、「個人データ変更届け（ホームページ参照）」を同封してください。 

＊本申請書に資格証明書を添付してください。資格証明書を紛失している場合はお問合せください。 

＊変更手続きが完了するまで、本申請書及び資格証明書のコピーを保管しておいてください。 

 

＜JSNDI記入欄＞ 
申請書 

資格証受理 

委員会審査 変更処理 短縮資格証 

再発行 

短縮資格証 

振込票発送 

振込確認 再認証受験 

申請書発送 

       

 

 


